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次   第 

 

１ 開会挨拶・・・・・・        進行司会  栗橋伸夫 

２ 呼びかけ人代表挨拶・・・・・・・・・・・    奥村 榮  

３ 「高レベル放射性廃棄物・最終処分地」を取り巻く状況 

４ 議題              

（１）「核のゴミから未来を守る青森県民の会」の必要性と意義 

（２）運動方針（案） 

（３）活動方針（案） 

（４）名称等（案） 

（５）財政計画（案）  

（６）会の会則（案） 

（７）役員選出 

５ 役員挨拶 

６ 閉会挨拶・・・・・・・・・・・・・・・     阿部 一久  

 

 

 

記念講演   

演 題「増える核のゴミ、結局どうなるの？」 

    国の原子力政策は「原発再稼働」「新増設」「６０年超の運転許可」へ 

    原発の抱える基本問題「核のゴミ」は先送り・・・ 

    再処理工場は動くのか？・・・・・・・・・・・・ 

 

講師   澤井 正子  

（核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団運営委員、元原子力資料情報室スタッフ） 
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「高レベル放射性廃棄物・最終処分地」を取り巻く状況 

 

（１）国の取組み状況 

① 高レベル放射性廃棄物（ガラス固化体など）の最終処分地選定状況は、文献調査地区の

北海道２町村の概要調査への移行は進まず、新たな文献調査地区も無い。 

② 最終処分場操業開始までに文献調査約２年、概要調査約４年、精密調査約１４年、建設

工事約１０年必要との国の説明は変わっていない。 

③ 同廃棄物最終処分場に関する安全審査基準、指針等の法的整備時期の目途がない。 

④ ５年ごとに１０年を１期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく、最

終処分を行う時期及び量、施設の規模等を定める「最終処分計画」が２００８年３月に策

定されただけで、その後策定されず、今後の目途も示されていない。 

⑤ これらの状況から、遅くとも高レベルガラス固化体の最終搬出期限である２０４５年４

月 ２５日までに最終処分場の操業を開始し、青森県から搬出するのは極めて困難となる。 

⑥ 福島原発事故で発生した燃料デブリや除染土の放射性廃棄物の最終処分方法、処分地等

も決まっていない。 

⑦ 原発廃止措置によって発生する低レベル放射性廃棄物の最終処分事業が２０４０年から

開始される。計画にもかかわらず、最終処分地の選定が全く、進んでいない。 

⑧ 一方で、国は原発運転期間の延長や新増設・建て替えの検討をはじめながら、核のゴミ

問題への取り組みは先送りされ、青森県を初め、原発や再処理工場等の原子力施設のある

特定の自治体に犠牲が強いられる不安、懸念は高まっている。 

⑨ この問題は、昨年策定された第６次エネルギー基本計画にも反し、福島原発事故の教訓

と反省を活かしていないことなどから、国の原子力政策に対する信頼は更に低下し、高レ

ベル放射性廃棄物最終処分地の選定等、国民の理解と信頼が必要不可欠な事業の実施は更

に遅れることは確実である。 

 

（２）青森県の状況 

① ２０２３年6月に就任する青森県知事は、今後4年で想定されている六ヶ所再処理工場、

MOX 燃料加工工場、むつ中間貯蔵施設の竣工・操業、東通原発の再稼働及び高レベル放射

性廃棄物搬出のタイムリミットにどう対応するか、重要な決断を問われることになる。 

私たちは、青森県の未来に核のゴミを増やさないようにするために、多くの県民の参加

と支持のもとに、総力をあげて脱原発、核燃料サイクル阻止の運動に取組む必要がある。 

② 高レベル放射性廃棄物最終処分地の選定が進まないことから、青森県から遅くとも２０

４５年４月２５日までに搬出し、青森県を最終処分地としない国の確約書と事業者との安

全協定だけでは県民の不安は解消されず、一時貯蔵期間の最長５０年が延期され、実質青

森県が最終処分地化されるとの懸念は強い。 

③ 今後、六ヶ所再処理工場・MOX 燃料加工工場の稼働と東通原発の再稼動によって、青森

県内で放射性廃棄物が更に大量に発生し、むつ中間貯蔵施設の本格操業及び、海外返還低

レベル放射性廃棄物の六ヶ所搬入等青森県に新たに搬入されようとしている放射性廃棄物

も多い。 
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④ 原子力船むつ、ウラン濃縮工場等で発生した放射性廃棄物が青森県に一時保管されてい

るが、これらの最終処分地と青森県からの搬出時期も決まっていない。 

⑤ 今後操業が予定されている六ヶ所再処理工場、むつ中間貯蔵施設に貯蔵される使用済燃

料及び東通、大間原発の操業で発生する使用済燃料の再処理の時期が不透明で、再処理さ

れない場合は、海外のように高レベル放射性廃棄物として貯蔵、最終処分することも予想

される。 

⑥ 核燃料サイクル施設立地要請時の昭和５９年に電気事業連合会が青森県に提出した資料

には、低レベル放射性廃棄物埋蔵施設に、将来、原発廃止措置で発生する低レベル放射性

廃棄物の記述もあり、原発解体放射性廃棄物（いわゆる廃炉廃棄物）が本県に搬入される

不安が高い。 

⑦ このような状況に照らし、青森県内の放射性廃棄物が更に増え、それらの最終処分地が

決まらなければ、本県に長期、永久貯蔵され、実質青森県が最終処分地化（核のゴミ捨て

場）にされる不安、懸念は全国で最も高くこれを阻止する必要がある。 

⑧ 更に、原発の運転期間延長と新増設の問題は、六ヶ所再処理工場をはじめとする核燃料

サイクル施設及び原発立地受諾の前提条件に反し、その実施は全ての施設の計画と青森県

の将来に深刻かつ広範な影響を与えることは明白であり、あらゆる角度から県民あげてこ

の問題への対応が必要である。 

とりわけ、最終処分地の選定が進まない状況のもとでの上記原発政策は、更なる使用済

燃料とガラス固化体等の高レベル廃棄物の増大を招き国民の生命、健康、環境に脅威を与

えることになる。 

 

 

議 題 

 

（１）新たな運動の組織結成の必要性と意義、 

 請願は不採択となったが、上記に述べる状況に鑑み、青森県を高レベル放射性廃棄物の

最終処分地にしない運動は今後も必要である。 

 

（２）運動方針 

① 青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない。 

② 本県に一時貯蔵されている高レベルガラス固化体などの高レベル放射性廃棄物が最長

５０年以上貯蔵されないこと、及び再処理工場内の高レベルを含む一切の放射性廃棄物

を施設内に事実上最終処分されない政策上、法律上の措置を目指す。 

③ 最終処分地を確保できず、安全に最終処分できない放射性廃棄物（別記）をこれ以上増

やさないことを目指す。 

④ これまでの各団体の、反核燃・反原発の活動と連携、それぞれの運動の一層の前進をめ

ざす。 

⑤ 廃棄物の発生源であるうえに、安全性が保証されていない六ヶ所再処理工場等核燃料サ

イクル施設の廃止及びむつ中間貯蔵施設、東通原発、大間原発の操業、計画中止を目指す。 
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⑥ 県内に新たな放射性廃棄物の搬入及び原子力施設の新増設・建て替えは認めない。 

⑦ 原発、核燃料サイクル施設等の原子力施設に依存しない地域振興とくらしの実現を目指

す。 

⑧ 政党、党派、特定のイデオロギーにとらわれない青森県内外の個人、団体参加による市

民運動とする。 

 

（３）活動方針 

① 原発、核燃料サイクルに頼らない脱原発、脱核燃料サイクル政策を実現する運動を、県

外の運動とも連携協力して進める。 

② 条例制定運動に参加した団体、個人の協力、連携体制を維持して、運動を進める新たな

組織を構築して活動する。 

③ 署名、プラン提案集などの成果を活かし運動の充実、拡大をはかるため、下記の事業等

に取組む。 

○ア シンポジウム、学習会、講演会等の集会の開催及び国、県、事業者に対する公開質問、

抗議・要請並びに文書提出 

○イ プラン提案集の活用 

○ウ 会員情報交換、交流の機会 

○エ 県内外関係団体との連携・協力  

 ○オ HPの開設、広報等必要な活動 

 

（４）名 称 等 

① 名称  「核のゴミから未来を守る青森県民の会」 

② 連絡事務所   核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団事務局   

           住所  八戸市根城 9丁目１９－９ 浅石法律事務所内 

③ 会費、財政 

個人・一口１，０００円 

団体・一口３，０００円とし、 一口以上の年会費と寄付金、協賛金とする。 

会計年度は 毎年４月１日～翌年３月３１日までとする。 

④ 役員 

○ア 共同代表    ５名  

○イ 事務局長    １名 

○ウ 事務局次長   ２名 （内１名は会計担当する）  

○エ 会計監査    １名 

○オ 運営委員    各構成組織及び個人から選出 

○カ 顧問      若干名（県会議員他） 

○キ 事務局員    代表が委嘱 

⑤ 会議 

㋐ 総会  年に１回開催 

㋑ 共同代表、事務局、運営委員会、ミーティングを必要に応じて開催 
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（５）財政計画（案） 

 

《収 入》             ２０２３年４月1日～２０２４年３月３１日 

科   目  金 額 内 容 

会  費    205,000 団体３５×3,000円 個人１００人×1,000円 

カンパ 2０0,000   

雑 費 1,000  

剰余金 97,087 「・・条例制定を求める県民の会」から移行 

合 計 503,087  

  

支出   

会    議    費     120,000 結成総会・事務局会議・運営委員会・ 

事務費（消耗品費） 40,000 用紙・コピー代・資料(講演会・会議等印刷代） 

事務費（切手送料） 45,000 切手 ゆうパック レターパック                         

活動費 260,000 講演会・街宣・その他活動に係る費用 

予備費      38,087       

合計     503,087  

 

① 予算（案）作成にあたって 

㋐ 収入について 

 ・会費は「前県民の会」の団体・個人加入から試算、加入拡大を取組んでいく。 

 ・カンパについては会員以外にも協力要請をしていく。 

 ・剰余金は「前県民の会」の残高を移行した金額です。 

 ㋑ 支出について 

・初年度であり、前県民の会の会議（会場費）、事務局費（消耗品、通信費）等を参

照にしながら試算。 

・活動費については、今回の結成総会での講演会費用と今後の活動に伴う費用。 
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「核のゴミから未来を守る青森県民の会」会則 

 

１（名称）   

「核のゴミから未来を守る青森県民の会」（以下本会）と称する。 

 

２（事務所） 

  本会の事務所を八戸市根城 9丁目 19番 9号、「核燃サイクル阻止１万人訴訟原告団」事務

所内に置く。 

 

３（運動方針） 

  本会の運動方針を次のとおりとする。 

① 青森県を高レベル放射性廃棄物の最終処分地としない。 

② 本県に一時貯蔵されている高レベルガラス固化体などの高レベル放射性廃棄物が最長

５０年以上貯蔵されないこと、及び再処理工場内の高レベルを含む一切の放射性廃棄物を

施設内に事実上最終処分されない政策上及び法律上の措置を目指す。 

③ 最終処分地を確保できず、安全に最終処分できない放射性廃棄物（別記）をこれ以上増

やさないことを目指す。 

④ これまでの各団体の、反核燃・反原発の活動と連携、それぞれの運動の一層の前進をめ

ざす。 

⑤ 廃棄物の発生源であるうえに安全性が保証されていない六ヶ所再処理工場等核燃料サ

イクル施設の廃止及びむつ中間貯蔵施設、東通原発、大間原発の操業、計画中止を目指す。 

⑥ 県内に新たな放射性廃棄物の搬入及び原子力施設の新増設・建て替えは認めない。 

⑦ 原発、核燃料サイクル施設等の原子力施設に依存しない地域振興とくらしの実現を目指

す。 

⑧ 政党、党派、特定のイデオロギーにとらわれない青森県内外の個人、団体参加による市

民運動とする。 

 

４（会員） 

  本会は前項の方針に賛同する個人及び団体で構成する。 

 

５（会議） 

(1) 本会の会議は、総会と運営委員会と事務局会議とし、総会は毎年１回開催し、次の事項を

行う。 

① 活動計画と会計計画の決定 

② 活動報告と会計報告の承認 

③ 役員の選出 

④ その他必要な事項 
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(2) 運営委員会は必要に応じて代表が招集し、本会の運営の重要事項を決定し、代表、運営委

員、事務局が出席する。 

(3) 事務局会議は必要に応じて事務局長が招集し、事務局の活動にかかる重要事項を決定し、

代表、事務局員が出席する。 

 

６（役員） 

  本会には次の役員を置く。役員は総会において選任する。 

① 代表     ５名 

② 運営委員   各構成組織及び個人から選出 

③ 事務局長   １名 

④ 事務局次長  ２名  （内１名は会計担当する） 

⑤ 会計監査   １名 

⑥ 顧問     若干名（県会議員他） 

⑦ 事務局員   代表が委嘱 

 

７（財政） 

  本会の運営費は、年会費及びその他の寄付金、協賛金による。 

  年会費は、個人 一口 １，０００円  団体 一口 ３，０００円 とする。 

 

８（付則） 

  本「申し合わせ」の改廃は総会において決し、総会開催の時間的余裕がない時は運営委員

会において決する。 

 

（ア）本「会則」は 2023 年 4 月 15 日より実施する。 

（イ）その他必要な事項及び緊急時の対応については代表に委任するが、その内容については

運営委員会若しくは総会に報告すること。 

 

 


